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平成２２年度大阪府後期高齢者医療広域連合 
一般会計・後期高齢者医療特別会計決算審査意見について 

 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第２項の規定により審査

に付された平成２２年度大阪府後期高齢者医療広域連合一般会計・後期高齢者

医療特別会計決算及び証書類その他政令で定める書類を審査した結果について、

次のとおり意見書を提出する。 
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（注）比率(％)は、小数点以下第 2 位を四捨五入した。 



 

 

第１ 審査の対象 

  平成２２年度大阪府後期高齢者医療広域連合一般会計・後期高齢者医療 

特別会計歳入歳出決算 

 

 

 

第２ 審査の期間 

  平成２３年９月９日から同年９月２７日まで 

 

 

 

第３ 審査の方法 

  審査に当たっては、会計管理者から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出

決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書等に基づき、

決算計数の確認を行うとともに、予算が適正に執行されているかについて、

定期監査及び例月現金出納検査の結果を参考に、必要に応じて担当職員の説

明を聴取するなどして審査を実施した。 

 

 

 

第４ 審査の結果 

  平成２２年度一般会計・後期高齢者医療特別会計の決算について審査した

結果、決算計数は、関係諸帳簿及び証書類と符合して正確であり、予算は適

正に執行されていると認めた。 
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第５ 審査の概要 

本年度の決算収支の状況は、次のとおりである。 

【一般会計】                      （単位：円、％） 

 ２２年度 

予 算 現 額 Ａ 221,139,000

歳 入 Ｂ 235,716,218

歳 出 Ｃ 165,433,227

歳入歳出差引額 （Ｂ－Ｃ） Ｄ 70,282,991

翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 Ｅ 0

実 質 収 支 額  （ Ｄ － Ｅ ） Ｆ 70,282,991

前 年 度 実 質 収 支 額 Ｇ 49,350,652

単 年 度 収 支 額  （ Ｆ － Ｇ ） Ｈ 20,932,339

歳  入 Ｂ/Ａ 106.6
予 算 執 行 率 

歳  出 Ｃ/Ａ 74.8

 

本年度は、 予 算 現 額 221,139,000 円 に対し 

 歳 入 235,716,218 円  

 歳 出 165,433,227 円 で 

 差 引 額 は 、 70,282,991 円 となっている。 

 

翌年度に繰り越すべき財源はないため、実質収支額は差引額と同額の

70,282,991 円である。 
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【後期高齢者医療特別会計】               （単位：円、％） 

 ２２年度 

予 算 現 額 Ａ 802,989,844,000

歳 入 Ｂ 803,112,256,881

歳 出 Ｃ 802,066,378,943

歳入歳出差引額 （Ｂ－Ｃ） Ｄ 1,045,877,938

翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 Ｅ 0

実 質 収 支 額  （ Ｄ － Ｅ ） Ｆ 1,045,877,938

前 年 度 実 質 収 支 額 Ｇ 7,422,089,357

単 年 度 収 支 額  （ Ｆ － Ｇ ） Ｈ △6,376,211,419

歳  入 Ｂ/Ａ 100.0
予 算 執 行 率 

歳  出 Ｃ/Ａ 99.9

 

本年度は、 予 算 現 額 802,989,844,000 円 に対し 

 歳 入 803,112,256,881 円  

 歳 出 802,066,378,943 円 で 

 差 引 額 は 、 1,045,877,938 円 となっている。 

 

翌年度に繰り越すべき財源はないため、実質収支額は差引額と同額の

1,045,877,938 円である。 
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①一般会計 

歳入予算の執行状況は、次のとおりである。 

【歳入】                        （単位：円、％） 

区 分 予 算 現 額 Ａ 調 定 額 Ｂ 収 入 済 額 Ｃ
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

収 入 率

Ｃ / Ａ

分担金及び負担金 163,943,000 163,943,145 163,943,145 0 0 100.0

財 産 収 入 5,000,000 5,979,897 5,979,897 0 0 119.6

寄 附 金 1,000 0 0 0 0 0

繰 入 金 2,744,000 15,668,552 15,668,552 0 0 571.0

繰 越 金 49,350,000 49,350,652 49,350,652 0 0 100.0

諸 収 入 101,000 774,312 773,972 0 340 766.3

計 221,139,000 235,716,558 235,716,218 0 340 106.6

 

歳入の決算状況は、予算現額 221,139,000 円（当初予算額 218,812,000 円、

補正予算額 2,327,000 円）に対し、調定額 235,716,558 円、収入済額 235,716,218

円で、収入率は 106.6％である。 

収入の内訳は、広域連合の構成団体である４３市町村の負担金が 163,943,145

円、後期高齢者医療制度臨時特例基金運用収入が 5,979,897 円、広報・周知等

経費に係る後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金が 13,481,712 円、後期高齢

者医療制度事業費補助金などに係る後期高齢者医療特別会計繰入金が

2,186,840 円、前年度繰越金が 49,350,652 円、預金利子が 46,740 円、雑入が

727,232 円となっている。 
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歳出予算の執行状況は、次のとおりである。 

【歳出】                      （単位：円、％） 

区 分 予 算 現 額 Ａ 支 出 済 額 Ｂ
翌 年 度

繰越額Ｃ

不 用 額

Ａ－(Ｂ+Ｃ)

執 行 率 

Ｂ / Ａ  
構成比

議 会 費 2,036,000 1,318,534 0 717,466 64.8 0.8

総 務 費 209,103,000 158,134,796 0 50,968,204 75.6 95.6

諸 支 出 金 5,979,897 5,979,897 0 0 100.0 3.6

予 備 費 4,020,103 0 0 4,020,103 0.0 0.0

計 221,139,000 165,433,227 0 55,705,773 74.8 100.0

 

歳出の決算状況は、予算現額 221,139,000 円（当初予算額 218,812,000 円、

補正予算額2,327,000円）に対し、支出済額は165,433,227円で、執行率は74.8％

である。 

支出の主な内容は、各市及び町から派遣を受けている職員に係る人件費相当

の負担金、職員の時間外勤務手当、広報文掲載委託料、広報パンフレット等の

印刷製本費、電子計算機器等保守点検委託料、財務会計システム改修委託料及

び電算処理システム機器賃借料等である。 

なお、議会費の執行率が 64.8％にとどまったのは、会議録印刷の単価が予定

より低く抑えられたことなどによるものである。 

また、総務費において多額の不用額が生じた主な要因としては、広域連合だ

よりの印刷を中止したこと、それにより新聞折込委託料が執行されなかったこ

と及び派遣職員の人件費等の支出が見込額を下回ったこと等が挙げられる。 
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②後期高齢者医療特別会計 

歳入予算の執行状況は、次のとおりである。 

【歳入】                        （単位：円、％） 

区 分 予 算 現 額 Ａ 調 定 額 Ｂ 収 入 済 額 Ｃ
不 納 

欠損額 

収  入

未 済 額

収入率

Ｃ / Ａ

市 町 村 支 出 金 139,726,371,000 139,784,794,579 139,784,794,579 0 0 100.0

国 庫 支 出 金 245,230,517,000 245,230,516,347 245,230,516,347 0 0 100.0

府 支 出 金 70,390,215,000 70,390,214,648 70,390,214,648 0 0 100.0

支払基金交付金 334,811,530,000 334,811,530,000 334,811,530,000 0 0 100.0

特 別 高 額 医 療 費 

共 同 事 業 交 付 金 
143,664,000 143,663,985 143,663,985 0 0 100.0

財 産 収 入 1,000,000 908,571 908,571 0 0 90.9

寄 附 金 1,000 0 0 0 0 0.0

繰 入 金 4,764,517,000 4,732,434,205 4,732,434,205 0 0 99.3

繰 越 金 7,422,089,000 7,422,,089,357 7,422,089,357 0 0 100.0

諸 収 入 499,940,000 632,197,138 596,105,189 0 36,091,949 119.2

計 802,989,844,000 803,148,348,830 803,112,256,881 0 36,091,949 100.0

 

歳入の決算状況は、予算現額802,989,844,000円（当初予算額788,525,026,000

円、補正予算額 14,464,818,000 円）に対し、調定額 803,148,348,830 円、収入

済額 803,112,256,881 円で、収入率は 100.0％である。 

収入の内訳は、市町村が徴収する保険料相当額及び保険給付に係る市町村の

定率負担分など市町村支出金が 139,784,794,579 円、国庫支出金が

245,230,516,347 円、府支出金が 70,390,214,648 円、支払基金交付金が

334,811,530,000 円、特別高額医療費共同事業交付金が 143,663,985 円、財産収

入が 908,571 円、繰入金が 4,732,434,205 円、繰越金が 7,422,089,357 円、諸

収入が 596,105,189 円となっており、一方、収入未済額が 36,091,949 円発生し

ている。 
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歳出予算の執行状況は、次のとおりである。 

【歳出】                        （単位：円、％） 

区 分 予 算 現 額 Ａ 支 出 済 額 Ｂ
翌 年 度

繰越額Ｃ

不 用 額 

Ａ－(Ｂ+Ｃ) 

執 行 率

Ｂ / Ａ  
構成比

総 務 費 2,148,740,000 1,969,253,855 0 179,486,145 91.6 0.3

保 険 給 付 費 785,180,593,000 784,786,056,012 0 394,536,988 99.9 97.8

府 財 政 安 定 化 

基 金 拠 出 金 
1,842,308,000 1,834,870,164 0 7,437,836 99.6 0.2

特別高額医療費 

共同事業拠出金 
160,890,000 154,261,780 0 6,628,220 95.9 0.0

保 健 事 業 費 1,419,420,000 1,099,502,689 0 319,917,311 77.5 0.1

基 金 積 立 金 7,632,750,000 7,632,749,214 0 786 100.0 1.0

予 備 費 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0.0

諸 支 出 金 4,590,143,000 4,589,685,229 0 457,771 100.0 0.6

計 802,989,844,000 802,066,378,943 0 923,465,057 99.9 100.0

 

歳出の決算状況は、予算現額802,989,844,000円（当初予算額788,525,026,000

円、補正予算額 14,464,818,000 円）に対し、支出済額は 802,066,378,943 円で、

執行率は 99.9％である。 

支出の主な内容は、各市及び町から派遣を受けている職員に係る人件費相当

の負担金、医療費通知書等作成業務委託料、電算処理システム機器賃借料、療

養給付費、高額療養費、葬祭費、健康診査費及び基金等への拠出金である。 

なお、多額の不用額が生じた主な要因としては、総務費では、被保険者数が

見込みより少なかったことによる給付事務代行委託料の減や、高額療養費等の

再勧奨業務を委託しなかったこと、保険給付費においては、被保険者数が見込

みより少なかったことに伴う給付費の減、また、保健事業費においても、健康

診査受診者数が見込みより少なかったことによる健康診査事業委託料の減であ

る。 
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第６ 実質収支に関する調書 

調書と決算書を照合したところ、計数は正確であると認められた。 

 

 

第７ 財産に関する調書 

①物 品                 

  区     分 
前 年 度 末

現 在 高

決算年度中 

増 減 高 

決算年度末

現 在 高

紙折機 １ ― １ 

シュレッダー １ ― １ 

印刷機 １ ― １ 

カラーレーザープリンター ３ ― ３ 

フィニッシャー(プリンター付属機器) ２ ― ２ 

液晶テレビ １ ― １ 

パーソナルコンピューター ４０ ― ４０ 

電話交換機 １ ― １ 

金庫 １ ― １ 

財務・給与システムソフトウェア ５ ― ５ 

財務・給与システムサーバ一式 １ ― １ 

サーバーラック ４１ ― ４１ 

モノクロレーザープリンター １ ― １ 

ビデオカメラ ２ ― ２ 

プロジェクター １ ― １ 

ハードディスク ２ ― ２ 

インテリジェントスイッチ １ ― １ 

（取得価格１品１０万円以上）
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②基 金 

後期高齢者医療制度臨時特例基金については、後期高齢者医療制度における

被保険者のうち、被用者保険の被扶養者であった者の保険料減額のための財源

及びその広報啓発に要する費用等、制度の円滑な施行のための経費に充てるこ

とを目的に設置している。 

医療給付費準備基金については、財政の健全な運営を図り、後期高齢者医療

給付等に要する費用の財源に充てることを目的に設置している。 

 

（後期高齢者医療制度臨時特例基金）             （単位：円） 

区   分 
前 年 度 末

現 在 高

決 算 年 度 中

増 減 高

決 算 年 度 末

現 在 高

現    金 6,086,298,366 68,688,194 6,154,986,560

 

（後期高齢者医療給付費準備基金）              （単位：円） 

区   分 
前 年 度 末

現 在 高

決 算 年 度 中

増 減 高

決 算 年 度 末

現 在 高

現    金 55,623,491 2,824,125,000 2,879,748,491
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第８ 意 見 

 

 平成２０年４月から開始された後期高齢者医療制度については、現在も国に

おいて、現行制度を廃止し、新たな高齢者医療制度を創設するための検討や準

備が進められているが、新制度に移行するまでの間は現行制度が継続されるこ

とから、引き続き国の動向を注視するとともに、被保険者の方々に不安や混乱

が生じないよう、大阪府や市町村とも連携を図りながら、円滑な事業運営に取

り組む必要がある。このような状況の中、特別会計の歳出予算の予算執行率（支

出済額／予算現額）が 99.9％となっていることは、概ね適正に予算執行されて

いると認められる。 

 しかし一方、一般会計の歳出予算の予算執行率が 74.8％であり、とりわけ総

務費における予算執行率を見ると、75.6％で一般会計全体の執行率を上回って

いるものの、多額の不用額が発生している。 

 このため、予算編成を行う際には、事務事業の精査はもちろんのこと、被保

険者数の見込みや、事業の実施手法等を綿密に検討し、さらに平成２０年度か

ら平成２２年度の実績などを勘案して、限りある財源を有効かつ適切に活用す

ることが望まれる。 

 また、特別会計の歳入の決算状況において、一部負担金の負担割合に係る差

額請求等に伴う収入未済額が発生しているが、負担の公平性を確保する観点か

らも、引き続き徴収に努めるとともに、納付期日を経過したものについては、

時期を逸することなく効果的な対応策を講じられたい。 

 今後とも、後期高齢者医療制度を運営していくにあたり、引き続き事務を効

率的、効果的に推進するとともに、規律ある財政運営に努めるよう望むもので

ある。 
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